
参考資料６ 

「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」における 

通信の秘密の保護に関する規定（抜粋） 

 

（一般原則） 

第３条 本ガイドラインの規定は、個人情報の適正な取扱いに関し、電気通信事業者の 

遵守すべき基本的事項を定めるものとして、解釈され、運用されるものとする。 

２ 電気通信事業者は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）の規定

及び通信の秘密に係る電気通信事業法第４条その他の関連規定を遵守するほか、このガ

イドラインに従い個人情報を適正に取り扱うものとする。 

３ 電気通信事業者は、第３章に規定する各種情報については、第２章に規定する個人情

報の取扱いに関する共通原則を遵守するほか、第３章の規定に従い適正に取り扱うもの

とする。

 

（利用目的による制限） 

第６条 電気通信事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定さ

れた利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱わないものとする。 

２ 電気通信事業者は、合併その他の事由により他の電気通信事業者から事業を承継する

ことに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前に

おける当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱わ

ないものとする。 

３ 前２項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。 

一 法令に基づく場合 

二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得

ることが困難であるとき。 

三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であっ

て、本人の同意を得ることが困難であるとき。 

四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂

行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより

当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 

４ 前項の規定にかかわらず、電気通信事業者は、同項各号に掲げる場合であっても、利

用者の同意がある場合その他の違法性阻却事由がある場合を除いては、前条の規定によ

り特定された利用目的の達成の範囲を超えて、通信の秘密に係る個人情報を取り扱わな

いものとする。

 

（従業者及び委託先の監督） 

第１２条 電気通信事業者は、その従業者（派遣労働者を含む。以下同じ。）に個人情報

を取り扱わせるに当たっては、当該個人情報の安全管理が図られるよう、当該従業者に

対する必要かつ適切な監督を行うものとする。 
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２ 電気通信事業者は、安全管理措置の実施その他の個人情報の適正な取扱いの確保のた
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め、その従業者に対し、必要な教育研修を実施するものとする。 

３ 電気通信事業者は、個人情報の取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱い

を委託された個人情報の安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適

切な監督を行うものとする。 

４ 電気通信事業者は、前項の場合は、個人情報を適正に取り扱うと認められる者を選定

し、委託契約において、安全管理措置、秘密保持、再委託の条件（再委託を許すかどう

か並びに再委託を許す場合は再委託先の選定及び再委託先の監督に関する事項等）その

他の個人情報の取扱いに関する事項について適正に定めるものとする。 

５ 電気通信事業に従事する者及び電気通信事業者から委託された個人情報の取扱いに

係る業務に従事する者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に

知らせないものとし、また、不当な目的に使用しないものとする。その職を退いた後に

おいても同様とする。

 

（第三者提供の制限） 

第１５条 電気通信事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、あらかじ

め本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供しないものとする。 

一 法令に基づく場合 

二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得

ることが困難であるとき。 

三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であっ

て、本人の同意を得ることが困難であるとき。 

四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂

行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより

当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 

２ 電気通信事業者は、第三者に提供される個人情報について、本人の求めに応じて当該

本人が識別される個人情報の第三者への提供を停止することとしている場合であって、

次に掲げる事項について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態

に置いているときは、前項の規定にかかわらず、当該個人情報を第三者に提供すること

ができる。 

一 第三者への提供を利用目的とすること。 

二 第三者に提供される個人情報の項目 

三 第三者への提供の手段又は方法 

四 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人情報の第三者への提供を停止する

こと。 

３ 電気通信事業者は、前項第２号又は第３号に掲げる事項を変更する場合は、変更する

内容について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くもの

とする。 

４ 次に掲げる場合において、当該個人情報の提供を受ける者は、前３項の規定の適用に

ついては、第三者に該当しないものとする。 
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一 電気通信事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全

部又は一部を委託する場合 

二 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合 

三 個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同し

て利用される個人情報の項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及

び当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ、

本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。 

５ 電気通信事業者は、前項第３号に規定する利用する者の利用目的又は個人情報の管理

について責任を有する者の氏名若しくは名称を変更する場合は、変更する内容について、

あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くものとする。 

６ 電気通信事業者は、個人情報を第三者に提供するに当たっては、通信の秘密の保護に

係る電気通信事業法第４条その他の関連規定を遵守するものとする。

 

（開示等の求めに応じる手続） 

第１９条 電気通信事業者は、第１６条第２項又は第１７条第１項若しくは第３項の規定

による求め（以下この条において「開示等の求め」という。）に関し、その求めを受け

付ける方法として次の各号に掲げるものを定めることができる。この場合において、本

人は、当該方法に従って、開示等の求めを行うものとする。 

一 開示等の求めの申出先 

二 開示等の求めに際して提出すべき書面（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に

よっては認識することができない方式で作られる記録を含む。）の様式その他の開示

等の求めの方式 

三 開示等の求めをする者が本人又は第３項に規定する代理人であることの確認の方

法 

四 次条第１項の手数料の徴収方法 

２ 電気通信事業者は、本人に対し、開示等の求めに関し、その対象となる個人情報を特

定するに足りる事項の提示を求めることができる。この場合において、電気通信事業者

は、本人が容易かつ的確に開示等の求めをすることができるよう、当該個人情報の特定

に資する情報の提供その他本人の利便を考慮した適切な措置をとるものとする。 

３ 開示等の求めは、次に掲げる代理人によってすることができる。ただし、第１７条第

１項の規定による開示の求めについては、本人の具体的な委任によらない代理人に開示

することにより、本人の通信の秘密を侵害する場合等同項各号のいずれかに該当する場

合はこの限りでない。

一 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 

二 開示等の求めをすることにつき本人が委任した代理人 

４ 電気通信事業者は、前３項の規定に基づき開示等の求めに応じる手続を定めるに当た

っては、本人に過重な負担を課するものとならないよう配慮するものとする。 

 


